
富士見都市計画区域の前橋勢多都市計画区域への統合について

都市計画課 

１ これまでの経緯 

 

２ 富士見地区における今後の取り組み 

① 都市計画区域の拡大・統合

大胡、宮城、粕川地区と同様に、赤城南面の自然環境を乱開発から守り、安全・安

心な秩序あるまちづくりを促進するため富士見都市計画区域の拡大を行います。 

また、富士見都市計画区域及び前橋勢多都市計画区域は、非線引き都市計画区域と

して同様の土地利用がなされています。そのため、一体的な整備・開発及び保全を図

るため、前橋勢多都市計画区域へ統合します。 

② 特定用途制限地域の指定

周辺環境を悪化させる恐れのある工場や風俗関連施設などと住宅が混在すること

を防ぎ、良好な環境を保つため、富士見地区の用途地域が定められていない都市計画

区域に特定用途制限地域の指定を行います。 

なお、住民の方々にこの方針について改めて周知を図るため、平成３１年１月頃に勉

強会を開催します。 

新市建設計画（大胡、宮城、粕川地区）、新市基本計画（富士見地区） 

合併からおおむね１０年後に「線引き」を実施することにより、市街地空間と田園

空間とが調和した潤いのある都市環境の形成に努めます。 

都市計画区域の統合・拡大、特定用途制限地域の指定 

平成 25 年 11 月：地域審議会・平成 25 年 12 月、平成 26 年 1 月：住民説明会 

・土地利用の方針（現段階では線引きを実施しない、都市計画区域の非線引き統合・

区域の拡大、特定用途制限地域の指定）について説明、周知 

・人口減少、少子高齢化の進展 

・新築件数等の開発状況の低下 

平成２７年５月８日 

・大胡、宮城、粕川の各都市計画区域の統合 → 名称：『 前橋勢多都市計画区域 』 

・都市計画区域の拡大（宮城・粕川地区） 

・特定用途制限地域の指定（大胡地区の用途地域指定区域を除く都市計画区域全域） 
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３ 都市計画決定までの流れ 

 ■富士見地区地域審議会（平成３０年１１月７日） 

    [内容] 

    ・都市計画区域の拡大・統合、特定用途制限地域の指定についての方針の再確認 

 ■地元勉強会（平成３１年１月頃） 

    [内容] 

    ・都市計画区域の拡大・統合、特定用途制限地域の指定についての方針の周知 

 ■地元説明会（平成３１年夏頃） 

    [内容] 

    ・都市計画区域の拡大（具体案） 

・特定用途制限地域（具体案） 

 ■法定手続き開始（平成３１年夏頃） 

    ・最終案の作成 

・地元説明会 

・前橋市都市計画審議会 

・群馬県都市計画審議会 

 ■都市計画決定（平成３２年夏頃予定） 

 

４ 今後の都市計画区域について 

 今後も引き続き各地区の開発状況などを注視し、秩序ある土地利用を図るため、都市計

画区域の見直しを検討していきます。 

 

【都市計画区域統合イメージ図】 

 


